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１月 24 日(木)、十日市場のぞみ保育園、 

31日(木)、十日市場保育園にて環境学習

として「３
ス

Ｒ
リ

夢
ム

人形劇」を開催しました。 

人形劇で分別の大切さを学んでいただ 

き、実際にごみの分別体験もしました。劇の

最後にはイーオとシボレンジャーグリーン

が登場！園児たちは大喜びのなか環境学

習を終えました。 

３ Ｒ
スリーアール

とは、ごみ減量のキーワードである、３つのＲをさす言葉です。 

リデュース 

Reduce 

ごみそのものを 

減らす。 

リユース 

Reuse 

何回も 

繰り返し使う。 

リサイクル 

Recycle 

分別して再び 

資源として 

利用する。 

３Ｒの中で最も環境にやさしい「リデュース」ってどんなこと？ 

お買いものは、お気に入りの 

マイバッグと一緒に 

必要以上にレジ袋を受けとらないよ 

う、かばんの中にはマイバッグを常 

備。重たいものを買っても、肩に掛 

ければ楽に持ち帰れます。 

お気に入りのマイ箸で 

「いただきます！」 

割り箸を使い捨てる代わりに、お 

気に入りのマイ箸で食べれば、ご 

飯がもっとおいしく感じられるか 

も。 

マイボトルを 

持ち歩きましょう 

保温もできるマイボトルにお気に入 

りの飲み物を入れて、いつでもどこ 

でもティータイム。ペットボトルなど 

の使い捨てを減らせます。 

始めよう!３
ス

Ｒ
リ

夢
ム

な暮らし 

☆ ☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみと資源の原単位 

＜ひとり一日あたりの排出量＞ 

 30年 10月 昨年同月 

横浜市平均 

うち燃やすごみ 

６３２ｇ 

４２６ｇ 

５９４ｇ 

４０４ｇ 

緑区 

うち燃やすごみ 

６１２ｇ 

４２２ｇ 

５７３ｇ 

３９９ｇ 

 

 
  

 

第 41 回ミドリン分別ワンポイント 

今回はプラスチック商品とプラスチック製容器包装のおさらいです! 

！ 違法な不用品回収業者にご注意！ 

「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けずに、家庭から排出される粗大ごみ等の廃棄物を収集してい

る事業者は違法業者です。 

■市民の方がトラブルに遭った事例 

●軽トラックで市内を巡回している事業者にごみ処理を依頼をしたら、高額な処分料を請求された。 

●無料回収のチラシを添付してごみ処理を依頼したら、軽トラックに積み込んだ後で作業料などを徴収 

 された。 

■トラブルに遭わないために 

家庭から出るごみは「一般廃棄物」にあたり、これを収集できるのは横浜市と横浜市から許可を受けた 

「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に限られます。家庭ごみも適正な処理をするように心がけましょう。 

●一般廃棄物収集運搬業許可業者に関する問合せ 

一般廃棄物対策課 ☎６７１-３８１４ FAX ６６３-０１２５ 

●契約などによるトラブルに関する問合せ 

「横浜市消費者生活総合センター」 

☎８４５-６６６６ （受付 平日 ９：００～１８：００ 土日 ９：００～１６：４５） 

気をつけて！ 

『ごみと資源物の分け方出し方』 Ｐ１８にも掲載されています。 

プラスチック商品 

使うために買ったもの(商品)であって、容器 

包装ではないもの。 

プラスチック製容器包装 

商品を入れたもの(容器)や包んだもの(包装) 

で、中身の商品を取り出した(使った)あと不要 

となるものをいい、  マークが付いている 

もの。 

リサイクルには多くの費用がかかりますが、プラスチック製容器包装 

は「容器包装リサイクル法」という法律でプラ容器を作ったり、その容

器を使って商品を販売している事業者がこの費用を負担することが

義務付けられています。しかし、プラスチック商品については義務付け

られていないため、リサイクル費用を負担する事業者が存在しません。

そのため、「燃やすごみ」として収集しています。 

プラスチック商品はなぜプラの日に出せないのか？ 

『ごみと資源物の分け方出し方』 Ｐ８より参照。 


